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平
成
三
十
年
四
月
一
日
、
朝
日
新
聞
は
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
憂
慮
す
る
科
学
者
同
盟
」
の
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
カ
ラ
キ
上
級

ア
ナ
リ
ス
ト
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
報
じ
た
。
カ
ラ
キ
氏
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ペ
リ
ー
元
国
防
長
官
が
座
長
を
務
め
た
「
米
国
の
戦

略
態
勢
に
関
す
る
米
議
会
諮
問
委
員
会
」
で
、
二
〇
〇
九
年
二
月
に
当
時
の
秋
葉
剛
男
駐
米
公
使
が
述
べ
た
意
見
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
た
。

秋
葉
公
使
は
、
「
究
極
の
目
標
と
し
て
核
兵
器
な
き
世
界
を
支
持
す
る
が
、
日
本
を
取
り
巻
く
安
全
保
障
環
境
は
米
国
の
核

を
含
む
抑
止
を
必
要
と
す
る
」
、
「
米
国
が
実
戦
配
備
し
た
戦
略
核
の
一
方
的
削
減
は
、
日
本
の
安
全
保
障
に
逆
効
果
か
も
し

れ
な
い
」
（
「
秋
葉
発
言
」
と
い
う
。
）
な
ど
の
発
言
を
行
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

秋
葉
発
言
に
関
す
る
朝
日
新
聞
の
取
材
に
対
し
て
、
外
務
省
日
米
安
全
保
障
条
約
課
は
、
「
諮
問
委
は
外
に
議
論
を
明
か
さ

ず
、
公
式
な
記
録
は
作
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
確
認
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
」
と
答
え
た
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

秋
葉
発
言
は
事
実
で
あ
る
の
か
。

二

秋
葉
発
言
に
関
す
る
朝
日
新
聞
の
取
材
に
対
し
て
、
外
務
省
日
米
安
全
保
障
条
約
課
は
、
「
諮
問
委
は
外
に
議
論
を
明
か

一



さ
ず
、
公
式
な
記
録
は
作
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
確
認
に
は
応
じ
ら
れ
な
い
」
と
答
え
た
の
は
事
実
か
。

三

「
公
式
な
記
録
は
作
ら
な
い
と
い
う
こ
と
」
は
日
本
政
府
が
記
録
を
作
成
し
な
い
と
の
意
味
な
の
か
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
側

が
記
録
を
作
成
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
な
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

四

秋
葉
剛
男
駐
米
公
使
は
、
秋
葉
発
言
を
行
う
に
あ
た
り
、
日
本
政
府
な
ら
び
に
外
務
省
本
省
と
緊
密
に
意
見
交
換
し
、
政

府
を
代
表
す
る
見
解
を
述
べ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
駐
米
公
使
で
あ
る
秋
葉
剛
男
氏
の
個
人
的
見
解
を
述
べ
た
の
か
。
政
府
の

見
解
如
何
。

五

四
に
関
し
て
、
本
件
に
限
ら
ず
一
般
論
と
し
て
、
通
常
、
米
国
議
会
の
諮
問
委
員
会
で
駐
米
公
使
な
ど
が
発
言
す
る
場

合
、
日
本
政
府
な
ら
び
に
外
務
省
本
省
と
緊
密
に
意
見
交
換
し
、
政
府
を
代
表
す
る
見
解
を
述
べ
る
も
の
か
。
そ
れ
と
も
駐

米
公
使
で
あ
る
当
該
外
交
官
の
個
人
的
見
解
を
述
べ
る
も
の
な
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

六

米
国
の
戦
略
態
勢
に
関
す
る
米
議
会
諮
問
委
員
会
は
、
他
の
同
盟
国
の
意
見
も
聴
取
し
た
上
で
、
二
〇
〇
九
年
五
月
に
報

告
書
を
ま
と
め
、
オ
バ
マ
大
統
領
に
提
言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
安
全
保
障
政
策
の
基
本
に
関
わ
る
諮
問
委
員
会

で
の
日
本
政
府
側
の
者
の
発
言
に
つ
い
て
記
録
を
残
さ
な
い
こ
と
は
不
適
切
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

七

本
発
言
は
米
国
の
核
戦
略
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
日
米
の
安
全
保
障
政
策
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
た
め
、
一
定
期
間

二



は
機
密
扱
い
に
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
も
の
の
、
後
世
、
日
本
の
安
全
保
障
政
策
の
意
思
決
定
過
程
を
検
証
し
、
ひ
い
て

は
日
本
の
民
主
主
義
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
た
め
に
は
、
記
録
の
保
存
、
公
開
が
欠
か
せ
な
い
と
考
え
る
。
国
民
が
知
ら

な
い
う
ち
に
、
か
か
る
枢
要
な
発
言
を
駐
米
公
使
が
行
い
、
米
政
府
が
そ
れ
を
受
け
て
政
策
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
は
由
々

し
き
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


